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令和７年度の教育計画について 

学校教育活動アンケート（保護者・児童・教職員・学校運営協議会委員）の内容を分析し練って

まいりました令和７年度の教育計画の概要をお知らせいたします。 
 

１ 教育活動全般について 

①令和６年度より導入いたしました算数少人数指導は、令和７年度も継続して取り組みます。 

②令和７年度は、学級数が１３学級（通常学級１１、特別支援学級２）となります。令和６年度

に算数少人数指導教室として活用した部屋も、学級（何年生かの教室）となります。算数少人

数指導は、各学年の学級を学級数＋１に解体してグループを作っているため、算数少人数指導

教室が１つ必要となります。そこで、令和７年度は音楽室を算数少人数指導教室と兼用し、実

施いたします。 

③時間割表の全学年・学級の組み合わせを工夫し、各学級週に１回は音楽室を使用した音楽の授

業を実施可能とします。 

④中・高学年の体育を実施する際、着替えをする部屋の確保が重要となります。空き教室がない

ため、体育の授業を学年で同じ時間とします。１組と２組が同じ時間帯に体育の授業を設定す

るということです。すると、１組に男子、２組に女子と分かれ着替えることができます。 

⑤理科室・図工室・家庭科室を全学年・学級が重なりなく設定され、時間割上で配当した時間に

利用可能となります。 

⑥自主学習の取組は、令和７年度も継続してまいります。もちろん、ひろぴょんシールやミニ賞

状のプレゼントも継続予定です。 

⑦読書の取組も、令和７年度も継続してまいります。子ども達が本を手に取るきっかけ作りをし

ていく予定です。 

⑧体力向上の取組も、令和７年度も順次実施してまいります。 
 

２ 日課表について（別紙参照） 

①日課表を工夫し、業間休みを３０分とします。水曜日と金曜日はこの業間休みの前半１０分に

運動タイムを設定します。外で体を動かす、清々しさを感じられたらと考えています。 

②昼休みは１０分と短くなりますが、準備・移動時間を５分設け、外に出て遊ぶことができます。 

③同じく日課表を工夫し、清掃時間を８時１５分から２０分間の設定とします。月曜日の読み聞

かせ、各月の最初の火曜日を全校朝会、その他音楽朝会や表彰朝会などを実施する時間も同じ

時間とします。朝会活動を実施する際は、清掃は無しとなります。 

④給食の時間は、１２時４０分から１３時２５分となり、令和６年度よりも開始時刻が２０分ほ

ど遅くなります。朝ご飯をしっかりと召し上がってから登校してください。 

⑤５時間授業は、すべて B 日課５時間授業となります。 

⑥縦割り班あそびを行っていた「ふれあいタイム」は、木曜日の業間３０分に移動となります。

縦割り班遊びは、月に１回程度です。 

 

３ その他 

①学校教育活動の様子をお伝えするホームページの更新をしてまいります。 

②学校から配布するお手紙は、メール配信といたします。 

③保護者の皆様に学校教育活動をご覧いただけるよう、教育活動ボランティアの募集をします。 
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